
 

様式Ｃ－１９ 

 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書 
平成 25 年 6 月 19 日現在 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

研究成果の概要（和文）：  

韓国では 2007 年に「社会的企業育成法」、2012 年に「協同組合基本法」が施行され、中央

政府、地方自治体、市民社会レベルでも、脆弱階層を包摂する、代案的経済である「社会的経

済」を模索する状況にある。そのような社会状況下で、脆弱階層のなかでも多くの比率を占め

ていることをふまえ、貧困層の女性にフォーカスを当て、どのような自立の道の可能性がある

のかを、「社会的企業」の調査を通じて、調査、分析を行った。 

 
研究成果の概要（英文）：  

"The Cooperatives Act" was enacted in 2013, and "Social Enterprise Promotion Act" 
was enacted in 2007 in South Korea. After this act, Korean central government, local 
government and civil society organizations are exploring alternative "social 
economy" for the vulnerable social group.Under the social conditions, as poor women 
takes up a lot of vulnerable and socially disadvantaged group, we researched and 
analyzed the possibility of self-reliance of poor women through the social 
enterprises. 
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１． 研究開始当初の背景 

韓国では、2007年 7月、アジアで初めて「社

会的企業育成法」が施行された。この法律は、

市民団体や民間の専門家による積極的な働

きかけによる市民立法として実現した法律

であった。韓国では都市化やグローバル化が

進展するなかで、格差、貧困、高齢化、若者

の失業などの社会問題が深刻化してきた。金

大中政権（1998 年～2003 年）や盧武鉉政権

下（2003 年～2008 年）のもとでは、市民運
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動の側も「オルタナティブの提案」の重要性

を自覚し、かつての監視や異議申し立て型の

運動から脱却し、参加、協働というスタンス

を取る市民団体も多くなってきた。取り組み

の「持続可能性」が強調され、社会的課題を

主体的に解決しながら持続可能な活動を目

指すということにその方針もシフトしてい

る。 

さらに、2007年の「社会的企業育成法」施

行以後は、世界的潮流ともあいまって、社会

的な課題を政府にのみ頼るのではなく、自ら

が主体となって解決していこうという「市民

事業」が注目され、かつては民主化運動に担

っていた市民団体の多くも「社会的企業」を

その取り組みの中心課題の一つに据えるよ

うになっている。 

以上のような背景のもと、本研究では、こ

うした市民事業をめぐる韓国の市民団体の

近年の取り組みのなかでも、「社会的企業育

成法」が「脆弱層」と規定している階層、と

りわけ女性にフォーカスし、自立支援をめぐ

る市民事業の現状と可能性を明らかにする

ためにも、「社会的企業」に注目したもので

ある。 

 
２．研究の目的 

「社会的企業育成法」において、「社会的

企業」とは、「脆弱層に雇用の場を提供する

こと、あるいは社会サービス（教育・保健・

福祉・環境・文化）の場を提供」し、地域社

会の公益に合致する「営利活動をおこなう企

業」（「社会的企業育成法」2 条）とされてい

るが、本研究でいう「市民事業」は、同法の

定義する「社会的企業」のみに限定されない。

そもそも韓国で「社会的企業」という名称は、

労働部によって認証された事業体しか使用

することが許可されていない。ここでの「市

民事業」とは、ひろく「社会的経済」「非営

利・協働」「連帯経済」などの名称でも呼ば

れ、福祉、教育、医療、文化、環境、人権な

ど多様な分野の公共目的のための、市民主体

の事業活動を意味し、社会的企業のほかにも、

生活協同組合、労働者協同組合、ソーシャ

ル・ベンチャ―、コミュニティ・ビジネスな

ど多様な存在形態を包括する概念である。 

本研究では、特に脆弱階層の女性に注目し

た。日本でも韓国でも、貧困層の女性たちが

どのように自立の道を探っていくのかは、急

務の課題である。シングルマザー、低所得者

層の女性たち、韓国人男性と結婚して移住し

てきた外国人女性など、「社会的企業育成法」

に規定されている「脆弱階層」に占める女性

の割合は高い。「脆弱階層」の女性たちの相

談事業や生活支援を行う女性団体の多くは、

その事業をすすめるなかで、被支援者の経済

的自立の必要性を感じ、「社会的企業育成法」

の枠組みを前提に雇用の場を提供する取り

組みに着手してもいる。韓国の女性運動を中

心的に担ってきた女性民友会も、その傘下に

女性民友会生協を設立し、財政基盤の確立を

めざしながら、相談事業や生活支援など脆弱

層の自立支援のための持続的な枠組みづく

りを模索し実践してきた。女性民友会の生協

運営は、日本の各種生協や市民団体の地域社

会に根ざした取り組みにその多くを学んだ

ものであるが、こと脆弱層の自立支援につい

ては、生産共同体や医療福祉、児童福祉セン

ターや識字学校など、1990年代以来、都市部

の貧困地域で取り組まれてきた、韓国固有の

社会運動の経験が基盤となっている。 

本研究の目的は、脆弱階層の女性たちにと

って、どのような自立の道の可能性があるの

かを、韓国の社会的企業の現状を考察するこ

とから分析することにある。 

また、社会問題の解決をめぐる市民の主体

的な活動の重要性とともに、市民事業をめぐ

る日韓の経験交流や対話がいかに重要であ

るかを実証していく作業も、本研究を進める

うえでの目的でもあった。 

 
３．研究の方法 

本研究を始めた当初、韓国で「社会的企業

育成法」により認定された「社会的企業」は

250余りであった。 

本研究は、韓国の「ともに働く財団」など
の中間支援組織と連携をとりながら、国家レ
ベルでの政策、中間支援組織の支援状況、「社
会的企業」を含めた市民事業、そのなかでも
脆弱層の女性へ雇用の場を提供し、就労支援
を行うなどの女性の社会福祉サービスに関
わる市民事業の実態調査を行い、日韓の NGO
関係者、研究者の協力を得ながら、フィール
ドワークを中心にすすめた。 
 
４．研究成果 

本研究では、2007年の「社会的企業育成法」

施行後の韓国の市民事業について、「ともに

働く財団」「シーズ」などの中間支援組織や、



自活センターなどの貧民運動にかかわる活動、

社会的企業に関わる関係者にヒアリングを行

い、「社会的企業育成法」成立の背景や、ソ

ウル及び清州など地方都市の市民事業につい

て調査した。とりわけ、「ヒューマンケア」

「オール・リー」などの介護や飲食といった、

女性を支援するための社会的企業や、買春被

害の女性を支援する社会福祉法人「Wing」、

「美しい財団」の「希望の店」などのマイク

ロクレジット、女性民友会軍浦の支部のグル

ープホームなど、シングルマザーを支援する

市民事業関係者のヒアリングを行い、社会的

企業を含む市民事業が、脆弱階層の女性支援

に繋がっていることを分析した。 

また、昨年12月に「協同組合基本法」が施

行され、協同組合という形態で事業を進めて

いくためのさまざまな支援が始まり、社会的

経済を、国家をあげて強化していこうという

背景を踏まえ、まちづくり、共同体という観

点から、都市型まちづくりとして広く知られ

ているソンミサンマウルに着目した。そして、

ソンミサンマウルのなかで、環境保全運動と、

共同育児から始まる「協同組合」が共同体を

形成する基盤となっていることを調査した。 

以上のような研究内容を踏まえ、研究の成

果の一部を、『危機の時代の市民活動: 日韓

「社会的企業」最前線』（東方出版,2012）、 

「まちの起業がどんどん生まれるコミュニテ

ィ ～ ソンミサンマウルの実践から学ぶ」（エ

ンパブリック・日本希望製作所編，2011） 

などの書籍、ブックレットで発表した。 
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